
1 

 

ワクワク・わいわい・マルシェ出店者募集要項 

●開催概要                                 

１．日時・場所 

開催日時  令和８年７月 11日（土）午前９時 30分から午後１時まで 

      ※熱中症対策として、今回は開催時間を短縮しております。 

開催場所  中央公園・まちなかサロン・コーアガス駐車場【タイヨー横】 

（いちき串木野市旭町） 

 

２．実施内容 

・フリーマーケット・ワークショップでの出店 

・キッチンカー・移動販売車での出店 

 

３．募集概要：募集数、出店形態 

 ①中央公園 10店舗 テントまたは敷物でのブース（3600×3600㎜以内）  

フリーマーケット及び野菜等の販売（飲食物の販売はできません） 

※テントや敷物等は各自でご準備ください。 

 ②まちなかサロン ３店舗 ワークショップでのブース（飲食物の販売はできません） 

       ※施設のテーブルや椅子があります。 

③コーアガス駐車場【タイヨー横】 10店舗 キッチンカー、移動販売車のみ 

 

４．出店料金 

  ・市内に事業所または住所がある場合は無料 

  ・市外に事業所がある場合は、5,000 円╱店（ブース）：当日集金します。 

   今回は開催時間の短縮となるため、市外の方からの出店料金は徴収しません。 

  

●出店の流れ                                    

１．出店希望の方 

① WEB 申込 市ホームページの申込フォームからお申し込みください。 

② インターネット環境がない方は、市役所に出店申込書がございます。 

※WEBでお申込みをされた方は、出店申込書の提出は不要です。 

 

２．出店申込 

①提出物   出店申込書（WEB 申込の場合は不要） 

②申込期限  令和８年６月 30 日（火） 

③応募先・問合せ先 

いちき串木野市役所 水産商工課 商工係 

 〒896-8601  いちき串木野市昭和通 133－1         

TEL：0996—33—5638 Ｅメール shokan1@city.ichikikushikino.lg.jp 
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３．出店審査及び決定について 

① 出店には審査があります。 

② 募集数を上回った場合は、抽選となります。その際、地元の店舗を優先するとともに

同様の商品を取扱う出店者が複数ある場合は品物とのバランスを考慮します。 

③ 申込者全員に結果を通知しますが、選考結果についてのお問合せにはお答えできま

せんので、ご理解・ご協力をお願いします。 

 

●出店についての詳細                                  

１．販売品目 

販売する商品は、以下のいずれかに該当するものとします。 

① 地場の農作物（野菜、果実等） 

② 飲食物（軽食、スイーツ、ジュース等）※キッチンカーのみ販売が可能です 

③ 雑貨・クラフト 

④ ワークショップ 

⑤ その他、主催者が適当と認めたもの 

 ※コピー品、金券、動物、生き物等の販売は禁止します。 

詳しくは、事務局までお問い合わせください。 

 

２．応募条件 

 次の条件を全て満たす方とします。 

① 代表者が 18歳以上の団体及び個人の方。 

② 反社会勢力にかかわりがないこと。 

③ 宗教・政治活動を目的としないこと。 

④ 法令・公序俗等に違反しないこと。 

⑤ 著作権・肖像権の侵害をしないこと。 

⑥ 近隣住民や隣接ブースに迷惑となる大音量での音楽・楽器の使用をしないこと。 

 

３．販売に関する注意事項等について 

①フリーマーケットでの出店の方へ 

・搬入は 9:20まで、搬出は 13:00 以降となります。車は、商工会議所の駐車場に停めて

ください。 

・公園内の出店エリア内について、場所は事務局で指定します。 

 

②ワークショップでの出店の方へ 

・搬入は 9:20まで、搬出は 13:00 以降となります。車は、商工会議所の駐車場に停めて

ください。 

・まちなかサロンの出店エリア内について、場所は事務局で指定します。 

 

③キッチンカー・移動販売車での出店の方へ 

・キッチンカーの乗り入れは 9:20までにお願いします。出庫は 13:00 以降となります。 

・キッチンカー、移動販売車で飲食時に提供する食器類（トレー等）は、衛生上、必ず
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使い捨てのものをご使用ください。 

・会場内にごみ箱は設置しないため、販売に伴う食器類は基本、販売元に返却するスタ 

イルとなります。 

・飲食店（食品の調理・販売）は、鹿児島県の発行する「営業許可証」が必須です。 

出店者の準備となります。 

 ・火気器具等を使用する場合は、別添「露店等を出店するときの留意事項」により、 

   火災等への予防対策をお願いいたします。 

 

４．その他 

 ①出店にあたり、マナー違反や公序良俗を乱す行為があった場合、次回以降の出店を 

お断りする場合があります。 

②当日、主催者において広報用写真を撮影します。あらかじめご了承ください。 

③出店に係る事故・盗難等については、主催者は一切責任を負いかねます。自らの責任

において誠実に対応し、当事者間で解決してください。 

 

 

【参考：市ホームページ】                                    

https://www.city.ichikikushikino.lg.jp/shokan1/wakuwakumarche2026.html 

 


